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１．要 旨 

  地域共生社会の実現のため、ひきこもり状態の長期化・高齢化、生活困窮、介護等の複雑化・

複合化した生活課題について、包括的な支援体制を構築し、ひきこもり状態にある者の社会参

加及び自立を推進することを目的に実施要綱を制定する。 

 （１）制定する要綱 

    東大和市ひきこもり支援体制構築事業実施要綱 

 

 （２）施行日 

    令和５年４月１日 

  

（３）影響及び効果 

    ひきこもり状態にある者及びその家族等に対し包括的な相談支援体制等を整備するこ

とで、ひきこもり状態にある者の社会参加及び自立の推進を図ることができる。 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

  令和４年４月 ひきこもり支援業務 福祉推進課所管替え 

 令和５年１月 東大和市社会福祉協議会のひきこもり事業へ補助金交付 

 令和５年３月 ひきこもり講演会実施 

 ３．留意事項（問題点等） 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

  庁議終了後、速やかに起案処理することとしたい。 

 ５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


